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平成２８年度新城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 平成２８年度新城市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，５４７千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，２８７，５５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２８年１２月２日提出 

新城市長 穂 積 亮 次 













　　一  般  職

　(１)総    括

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(     )

5 17,458 10,531 27,989 5,531 33,520

(     )

5 16,012 9,550 25,562 5,372 30,934

(     )

0 1,446 981 2,427 159 2,586

＊(　　)は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

453 348 102 910 1,386

453 504 288 326 1,734

0 △ 156 △ 186 584 △ 348

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

3,922 2,596 514

3,680 2,265 0

242 331 514

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

300 10,531

300 9,550

0 981
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　(２)給料及び職員手当等の増減額の明細

・給料の改定率　0.28%

・給料改定実施時期　平成28年4月

勤勉手当：6月期 12月期

改定前 　0.800月 0.800月

改定後 　0.800月 0.900月

　(３)給料及び職員手当等の状況

ア  職員１人当たり給与

＊短時間勤務職員を除く。

イ　初任給

職 員
手当等

981

職員の異動等に伴う
増減分

給与改定に
伴う増減分

176

その他の増
減分

805

その他制度改正に伴
う増減分

14千円

異動･その他

805千円

勤勉手当支給率改定
に伴う増加分

162千円

職員の異動等に伴う
増減分

異動･その他

1,397千円

その他の増
減分

1,397

給 料 1,446給与改定に
伴う増減分

49

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
(千円) (千円)

大 学 卒 178,200 178,200

高 校 卒 146,100 146,100

短 大 卒 158,800 158,800

平 均 年 齢 (歳) 38.41

区 分 一 般 行 政 職 ( 円 )
国 の 制 度

一 般 行 政 職 ( 円 )

平成27年10月1日 現在

平均給料月額(円) 284,800

平均給与月額(円) 328,256

平均給与月額(円) 334,607

区 分 一 般 行 政 職

平成28年10月1日 現在

平 均 年 齢 (歳) 38.02

平均給料月額(円) 290,140
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ウ　級別職員数

平成28年10月1日 現在

平成27年10月1日 現在

計
4 

3 級
(      )

1 

4 級
(      )

7 級
(      )

5 級
(      )

1 

計

1 級

(      )

4 級

5 

6 級

(      ) (      )

7 級
(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

3 級
(      ) (      )

2 級

1 20.0 

(      ) (      )

2 

区 分

職 員 数 構 成 比

(人) (％)

行 政 職 給 料 表 ( 一 )

一 般 行 政 職級

5 級

25.0 

(      )

20.0 

(      )

20.0 

(      )

100.0 

(      )

1 

(      )

1 

(      )

40.0 

(      )

(      )

(      )

25.0 

(      )

(      )

(      )

(      )

50.0 

＊(　)は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

＊構成比は小数点以下第２位を四捨五入してあるので、その合計が100％にならない場合がある。

100.0 

2 級
(      )

2 

1 級
(      )

6 級
(      )
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　(級別の標準的な職務内容)

エ　期末手当・勤勉手当

6 月 12 月 支 給 率 計

(月分) (月分) (月分)

( 1.025) ( 1.225) ( 2.250)

2.025 2.275 4.300

( 1.025) ( 1.175) ( 2.200)

2.025 2.175 4.200

( 1.025) ( 1.225) ( 2.250)

2.025 2.275 4.300

＊(　　　)は、短時間勤務職員の支給率。

オ　その他の手当

同 じ

同 じ

同 じ地 域 手 当

扶 養 手 当

住 居 手 当 異 な る

【 国 】家賃額12千円以下：    0円
          〃  12～23千円： 家賃額-12千円
          〃  23～55千円：(家賃額-23千円)/2+11千円
          〃  55千円超  ： 27千円
【本市】家賃額27千円以下：    0円
          〃  27～81千円：(家賃額-27千円)/2
          〃  81千円超  ： 27千円

通 勤 手 当

国 の 制 度 有

区 分
国 の 制 度
と の 異 同

差 異 の 内 容

補 正 後 有

補 正 前 有

2 級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1 級 定型的な業務を行う職務

区 分

支 給 期 別 支 給 率
職制上の段階､
職 務 の 級 等
による加算措置

備 考

5 級 副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、園長、副園長の職務

4 級 係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務

3 級 主任、主任保育士、主任教諭の職務

区 分 行 政 職 給 料 表 ( 一 )

7 級 部長、理事、事務局長、消防長の職務

6 級
1　副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室
長、所長、参事、事務長、指導保育士、指導教諭の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする園長の職務
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